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第一部【ファンド情報】
 

第１【ファンドの状況】
 

１【ファンドの性格】
 
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
 

(イ)　ファンドの目的

　　当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

（後記「２ 投資方針 (1) 投資方針」をご参照ください。）
 
(ロ)　信託金の限度額

　　委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1,500億円を限度として信託金を追加することができます。
 
(ハ)　基本的性格

　　社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下

の通りです。
 

　　商品分類
＊１
－追加型投信／海外／株式

　　属性区分
＊２
－投資対象資産：株式 一般

決算頻度：年１回
投資対象地域：欧州
為替ヘッジ：なし

 
　　＊１　商品分類の定義（社団法人投資信託協会－商品分類に関する指針）

追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも

に運用されるファンド。

海外 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の

資産を源泉とする旨の記載があるもの。

株式 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を

源泉とする旨の記載があるもの。

 
　　＊２　属性区分の定義（社団法人投資信託協会－商品分類に関する指針）

投資対象資産 株式 一般：

主として株式に投資するもののうち大型株属性
＊
、中小型株属性

＊
のいずれにもあては

まらないもの。

決算頻度 年１回：

目論見書または信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの。

投資対象地域 欧州：

目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉

とする旨の記載があるもの。

為替ヘッジ なし：

目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた

は為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。

＊「大型株属性」…目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの。

「中小型株属性」…目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの。

（注）上記の属性区分の定義については、社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社

が作成したものが含まれます。
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（参考）社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧

 
　　商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）

 
 
 

単位型
 
 
 

追加型

 

 
 

国　　内
 
 

海　　外

 
 

内　　外

 

株　　式

 
債　　券
 

不動産投信
 

その他資産
（　　　　）
 

資産複合
 

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
 
　　属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ

    

株式 年１回 グローバル  

　 一般    

　 大型株 年２回 日本  

　 中小型株    

 年４回 北米  

債券   あり

　 一般 年６回 欧州 （　　　）

　 公債 （隔月）   

　 社債  アジア  

　 その他債券 年12回   

　 クレジット属性 （毎月） オセアニア  

　（　　）    

 日々 中南米  

不動産投信   なし

 その他 アフリカ  

その他資産 （　　）   

（　　）  中近東  

  （中東）  

資産複合    

（　　）  エマージング  

　資産配分固定型    

　資産配分変更型    

    
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

 

当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、社団法人投資信託協会の

ホームページをご覧ください。

ＨＰアドレス：http://www.toushin.or.jp/
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(ニ)　ファンドの特色

①　主として、ロシア・東欧の株式に投資を行います。

　　主要投資対象は、参考指数
＊
の構成国であるロシア、チェコ、ポーランドおよびハンガリー（以下「主要投

資対象国」といいます。）のいずれかで上場または取引されている株式です。
＊　ＭＳＣＩエマージング・イースタン・ヨーロッパ・インデックス（税引後配当込み、円ベース）を参考指数としま
す。

 
 

 

前記の主要投資対象以外に、以下のⅠまたはⅡに該当する株式へも投資する場合があります。

Ⅰ　オーストリアならびに主要投資対象国以外の東欧諸国
＊
および独立国家共同体（CIS）構成国（以下

あわせて「その他投資対象国」といいます。）のいずれかで上場または取引されている株式
　　＊「主要投資対象国以外の東欧諸国」とは、エストニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、ルーマニア、ブルガリア、マケ

ドニア、アルバニア、セルビア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチアおよびスロベニアをいいます。
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Ⅱ　運用者が以下の二つの条件に、共に該当すると判断する「実質的なロシア・東欧等株式」

　　　?　業務
＊
の大半が主要投資対象国およびその他投資対象国のいずれかで行われる企業の発行するもの

　　　?　制度面、財政面等の理由
＊＊
により、主要投資対象国およびその他投資対象国以外の国（例えばアイルランド、米国、英国

等）で上場または取引されているもの

例　：　Central European Distribution：主たる業務は、ポーランドでのウォッカの生産、流通

Corporation　　　　　　　　　　センターの運営。米国の取引所に上場

 

Dragon Oil plc　　　　　　　 ：主たる業務は、トルクメニスタンでの石油の生産。

ロンドンおよびアイルランドの取引所に上場

上記企業は例示であり、必ず当ファンドに組入れるものではありません。

＊　「業務」とは、例えば、生産、製造、販売・サービスの提供等をいいます。
＊＊「制度面、財政面等の理由」とは、例えば、主要投資対象国およびその他投資対象国の証券市場や資本市場が未
整備または未発達であることや、それらの国で資金調達を行うより他国の市場で行った方が有利であること等
をいいます。

 

　　株式への投資にあたっては、直接投資および預託証書
＊1
を用いた投資を行います。

　　また、投資対象となる株式に連動する投資成果を得ることを目的とするカバード・ワラントおよび株価

連動社債
＊2
に、一定の範囲内において投資する場合があります。

　＊1　ある国の企業の株式を海外でも流通させるために、その株式を現地の銀行等に預託し、預託を受けた現地の銀行等が株
式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証書は、株式と同様に有価証券が取引される市場等で取引されま
す。

　＊2　カバード・ワラントとは、オプション（ある原資産について、あらかじめ決められた将来の一定の日または期間におい
て、一定のレートまたは価格で取引する権利）を証券化したものをいい、株価連動社債とは、ある株式（複数の銘柄の場
合を含みます。）の価格に連動する投資成果を得ることを目的として組成される社債をいいます。（以下同じ。）

②　原則として、為替ヘッジは行いません。
　　　当ファンドは外貨建ての株式および預託証書等に投資しますが、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による

影響を受けます。
　　　ただし、経済事情や投資環境の急変が起きた場合等には、運用の外部委託先の判断により為替ヘッジを行うことがありま

す。

③　委託会社は当ファンドの運用の指図に関する権限をＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）

リミテッドに委託します。

④　株式の組入比率には制限を設けず、原則として株式の組入比率は高位に保ち、積極的な運用を行います。
　　　大量の追加設定または解約が発生した場合、収益分配金の支払いを行う場合、償還の準備に入った場合、および経済事情

や投資環境の急変が起きた場合等には、株式の組入比率を落とし、キャッシュ比率を一時的に高める場合があります。こ
こにおいて「キャッシュ」とは、ＪＰＭロシア・東欧株ファンド信託約款（以下「信託約款」といいます。）第21条第
２項に掲げる投資対象をいいます。

 

(ホ)　投資にあたっての留意点

①　ロシア株式への投資

　　ロシア株式への直接投資にあたっては、決済用口座として、有価証券を保護預りする保管機関に証券口座

（以下「メインアカウント」といいます。）を開設する必要があります。メインアカウントの開設に際し

ては、ロシアの法規制により、法人格を有する者のみ開設可能という条件があり、ファンド名義での口座

開設ができません。したがって、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
＊
名義でメインアカウントを開

設し、当ファンド名義の保護預り口座をメインアカウントの下に開設します。これらの理由により、次の

事項について制限が課せられますのでご留意ください。

?　選択権付権利および議決権については、メインアカウント単位でしか行使が認められておりません。そ

のため、選択権付権利の行使については、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、同社の保有する

同銘柄の株式について包括的に選択した内容となり、当ファンド独自の内容にはなりません。また、議

決権は、同様な理由から、当ファンド独自の方針で行使することはできません。

＊　日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当ファンドの受託会社である『三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社』の再信託受託会社です。

②　ウクライナ株式およびルーマニア株式への投資

　　ウクライナ市場における株式への投資については、保有有価証券の売買益に対して15％のキャピタル・

ゲイン税が課せられます。

　　ルーマニア市場における株式への投資については、取引金額に対し一定率の証券取引税が課せられます。

（共に2009年６月末現在）
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（２）【ファンドの仕組み】

(イ)仕組図

 

(ロ)当ファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要

①　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（委託会社）

　　当ファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を

行います。

②　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）

　（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

　　委託会社との契約により、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計

算等を行います。

③　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント(ＵＫ)リミテッド（投資顧問会社）

　　委託会社との契約により、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドの運用指図を

行います。

④　大和証券株式会社（販売会社）

　　委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報

告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行い

ます。

 

(ハ)委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（有価証券報告書提出日現在）

②　会社の沿革

　　昭和46年　ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設

　　昭和60年　ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関す

る法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約に係る業務の認可を受ける。

　　平成２年　ジャーディン・フレミング投信株式会社設立

　　平成７年　ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併

し、ジャーディン　フレミング投信・投資顧問株式会社となる。

　　平成13年　ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変

更

　平成18年　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更

　平成20年　ＪＰモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受

③　大株主の状況（有価証券報告書提出日現在）

名　　　　称 住　　所 所有株式数(株) 比率(％)

ジェー・ピー・モルガン

アセット・マネジメント（アジア）インク
米国デラウェア州 56,265 100
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

(イ)　運用方針

①　当ファンドは信託財産の中長期的な成長を目的として運用を行います。

②　株式への投資にあたっては、直接投資または預託証書を用いて投資を行います。

 

(ロ)　投資態度

　　当ファンドの運用プロセスは次の図のとおりです。

　　なお、資金動向や市況動向により、以下のような運用ができない場合もあります。

運用プロセス

　　当ファンドにかかる運用の指図に関する権限の委託を受けたＪＰモルガン・アセット・マネジメント

（ＵＫ）リミテッドは、以下のプロセスにしたがい運用を行います。

 

 
①　当ファンドの運用を担当するエマージング欧州・中東・アフリカ株式運用チームに所属するアナリス

トが、現地に密着した企業取材を行います。

②　アナリストは、次の２つの視点から各企業の分析を行います。

?　ビジネスの構造的な質（長期的な視点）：業種としての魅力、業種内での競争力、資本構成、経

営者の質、配当政策等

?　期待される相対的な株価収益（短中期的な視点）：株価バリュエーションの絶対的・相対的な

割高・割安感、株価バリュエーション再評価の可能性、業種全体の動向、流動性、情報の量と質

等）

③　上記の分析に基づくアウトプットとして、アナリストは、株価収益が市場全体の平均を上回ると判断す

る度合いに応じ、各企業を１～５の銘柄レーティング（１＝もっとも市場を上回る株価収益が期待でき

る銘柄、５＝もっとも市場を下回ると思われる銘柄）に格付けします。

④　ポートフォリオ・マネジャーは、アナリストの企業取材・分析結果を最重要視しながら、マクロ・スト

ラテジストが行う各国市場のバリュエーション分析やカントリー・リスク分析、通貨分析
＊
等も考慮し、

また業種分散や流動性等の観点からポートフォリオ全体のリスクを総合的に勘案して、ポートフォリオ

構築を行います。組入銘柄については、銘柄レーティングが１または２の銘柄を中心としますが、市場環

境や売買のタイミング、流動性等の理由により、レーティング上位銘柄の非保有や、レーティング下位銘

柄の保有が生じる場合があります。
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＊　カントリー・リスク分析とは、国の信用力についての分析をいいます。また、通貨分析とは、通貨の魅力度についての分
析をいいます。

 
（２）【投資対象】

(イ)　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限りま

す。）にかかる権利

(1)有価証券指数等先物取引（金融商品取引法施行前の旧証券取引法（以下「旧証取法」といいま

す。）第２条第21項に定める有価証券指数等先物取引をいいます。以下同じ。）にかかる権利

(2)有価証券オプション取引（旧証取法第２条第22項に定める有価証券オプション取引をいいます。以

下同じ。）にかかる権利

(3)外国市場証券先物取引（旧証取法第２条第23項に定める外国市場証券先物取引をいいます。）にか

かる権利

(4)金融先物取引（金融商品取引法施行前の旧金融先物取引法第２条第１項に定める金融先物取引をい

います。）にかかる権利

(5)外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定するものをいいます。以下同じ。）

において行われる有価証券先物取引（旧証取法第２条第20項に定める有価証券先物取引をいいます。

以下同じ。）と類似の取引にかかる権利

ハ．金銭債権（イ、ロ、ニに掲げるものを除きます。）

ニ．約束手形（イに掲げるものを除きます。）

２．為替手形

(ロ)　委託会社（委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、前記

(イ)の資産のうち主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ

る同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。）に投資することを指図します。

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付

社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定める

ものをいいます。）

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま

す。）

９．特定目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま

す。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１から11までの証券または証書の性質を有するも

の

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。）

14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有

価証券にかかるものに限ります。）
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17．預託証券（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）

20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に表示されるべきもの

21．外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの

　なお、１の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち１の証券または証書の性質を有す

るものを以下「株式」といい、２から６までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち２から６

までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証券」とい

います。

(ハ)　委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象（金融商品取引法第２条

第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指

図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で５の権利の性質を有するもの

(ニ)　前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用するこ

との指図ができます。

 
（３）【運用体制】

①　当ファンドの運用の指図に関する権限をＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

に委託します。グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループ
＊
に属する、同社のエマージン

グ欧州・中東・アフリカ株式運用チームが当ファンドの運用を担当します。

②　エマージング欧州・中東・アフリカ株式運用チームは、当該地域の地域や国に特化するポートフォリオ

の運用を担当するポートフォリオ・マネジャー、および当該地域の銘柄調査等を担当するアナリストの、

計６名（2009年９月末現在）から構成されています。（エマージング欧州・中東・アフリカ株式運用

チームには、当ファンドの投資対象国以外の国を担当するアナリストやポートフォリオ・マネジャーも

在籍しています。また、アナリストがポートフォリオ・マネジャーを兼任している場合があります。）

③　エマージング欧州・中東・アフリカ株式運用チームは、銘柄調査・分析や銘柄選択およびポートフォリ

オ構築にあたって、チーム内の情報に加え、グローバル・エマージング・マーケット株式運用グループ内

のグローバル・ポートフォリオ・マネジャーおよびマクロ・ストラテジストなどの情報も利用します。

④　エマージング欧州・中東・アフリカ株式運用チームにより管理される全てのエマージング欧州・中東

・アフリカ株式ポートフォリオでは、その構築において、ポートフォリオの運用目的や運用戦略の種類に

応じた投資判断やリスク管理が行われています。またその投資プロセスにおいては、全てのポートフォリ

オ・マネジャーおよびアナリストがグループ内で情報を共有化し、運用に活かします。

⑤　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、上記のとおり行われた投資判断に基づ

いて、有価証券の売買執行を行います。なお、同社は、当該株式の売買執行に関し、北米の取引所において

取引される有価証券についてはＪ.Ｐ.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
＊
（米国

法人）に、売買執行業務を委託する場合があります。
 

＊　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、Ｊ.Ｐ.モルガン・インベストメント・マネージメント・
インクおよび委託会社は、「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員です。「グローバル・エマージン
グ・マーケット株式運用グループ」は、同グループ各社において新興国の株式運用に係わるポートフォリオ・マネ
ジャーやアナリスト、マクロ・ストラテジストなどで構成されます。
　「エマージング欧州・中東・アフリカ株式運用チーム」のポートフォリオ・マネジャーやアナリストは、「グローバル
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・エマージング・マーケット株式運用グループ」でグローバルまたは各地域の運用に係わる他のポートフォリオ・マネ
ジャーやアナリストと意見交換し、各銘柄の調査・分析やポートフォリオの運用を行っております。
　「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループとは、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にあ
り、直接または間接的に資本関係のある運用会社を総称するものです。
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＊　上図はエマージング欧州・中東・アフリカ株式運用チームの全体像を示したものであり、中東諸国、イ
スラエル、およびアフリカ諸国は当ファンドの投資対象となる国ではありません。

 
(注１)　運用体制については、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドを含めた「ＪＰモルガン・アセッ

ト・マネジメント」グループのものを記載しております。
(注２)　上記当ファンドの運用体制・組織名称等は、2009年９月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

 

（４）【分配方針】

毎計算期間終了後に、以下の方針に基づき分配を行います。

①　分配対象額の範囲

　　繰越分を含めた利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。（詳細につきま

しては信託約款第45条第１項をご参照ください。）

②　分配対象額についての分配方針

　　委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分

配を行うものではありません。

③　留保益の運用方針

　　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま

す。

 

＜参考＞

収益分配金の支払いについて

①　収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除

きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の

ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）

に、原則として計算期間終了日から起算して５営業日目までに支払いを開始します。

②　受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票（当ファンドが振替受益権化される以前に発

行されたもの）を保有している場合には、その収益分配金交付票と引換えに当該収益分配金を受益者に

お支払いします。

③「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資によ
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り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

 

（５）【投資制限】

(イ)　信託約款は、委託会社（委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。）による

当ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。

①　株式への投資制限

　　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　外貨建資産への投資制限

　　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をい

います。以下同じ。）への投資割合には、制限を設けません。

　　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に

は、制約されることがあります。

③　投資信託証券への投資制限

　　委託会社は、信託財産に属する全ての投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超

えることとなる投資の指図をしません。

④　投資する株式等の範囲

　Ａ　委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市

場（金融商品取引法第２条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。）または外国金融商品市場に

上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に

準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または

社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ

りません。

　Ｂ　前記Ａの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で

目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資す

ることの指図ができるものとします。

⑤　信用取引の指図範囲

　Ａ　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす

ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うこ

との指図をすることができるものとします。

　Ｂ　前記Ａの信用取引の指図は、次の１から６までに掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うこ

とができるものとし、かつ次の１から６までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

１．信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券

２．株式分割により取得する株券

３．有償増資により取得する株券

４．売り出しにより取得する株券

５．信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取

得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第

１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法

第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。

６．信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財

産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権（５に定めるものを除きま

す。）の行使により取得可能な株券

　Ｃ　委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図

をすることができるものとします。

⑥　先物取引等の運用指図・目的・範囲

　Ａ　委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に

属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指
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数等先物取引および有価証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似

の取引を次の１および２の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ

ン取引に含めて取り扱うものとします。（以下同じ。）

１．先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉

の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額

の範囲内とします。

２．先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉

の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財

産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信

託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価

証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第21条第２項各号に掲げる投資対象で運用し

ている額の範囲内とします。

　Ｂ　委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の

効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引

ならびに外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の１および２の

範囲で行うことの指図をすることができます。

１．先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉

の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。

２．先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉

の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

　Ｃ　委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の

効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引

ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の１および２の範囲で行うことの

指図をすることができます。

１．先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉

の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金およ

び償還金等ならびに信託約款第21条第２項各号に掲げる投資対象で運用されているものをいい、以下

「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

２．先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉

の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信

託約款第21条第２項各号に掲げる投資対象で運用している額（以下２において「余資投資対象運用

額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建

資産組入可能額（信託財産の純資産総額から、信託財産に属する外貨建資産の時価総額を差し引いた

額をいいます。以下⑥において同じ。）に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建公社債および組

入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加え

た額が余資投資対象運用額等より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受

け取る組入外貨建有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

⑦　有価証券の貸付の指図および範囲

　Ａ　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の

１および２の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額

を超えないものとします。

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債

の額面金額の合計額を超えないものとします。

　Ｂ　前記Ａ１および２に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額

に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

　Ｃ　委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑧　外国為替予約の指図
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　　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予

約を指図することができます。

⑨　有価証券の売却等の指図

　　委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。

⑩　再投資の指図

　　委託会社は、有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等の利金、株式

の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。

⑪　資金の借入れ

　Ａ　委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手

当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、ま

たは再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場

合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない

ものとします。

　Ｂ　一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で

保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す

る信託約款第21条第２項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金

支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場

合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価証

券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の

純資産総額の10％以内とします。

　Ｃ　再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が支

弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

　Ｄ　借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑫　受託会社による資金の立替え

　Ａ　信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があ

るときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。

　Ｂ　信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利金、株式配当金

およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこ

れを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。

　Ｃ　前記ＡおよびＢの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別

にこれを定めます。

 

(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律および金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資制

限があります。

①　委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投

資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数

に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの信託財産を

もって取得することを受託会社に指図してはなりません。

②　委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に

かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的

な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取

引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売

買を含む。）を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。

 

３【投資リスク】
 

(1)　リスク要因
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　当ファンドの受益権の価額は、当ファンドに組入れられる有価証券等の値動きの他為替変動による影響を

受けます。当ファンドは、主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行

会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、基準価額が下落し、その結果損失を被ることがあります。ま

た、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは、元金が保証されているもので

はありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

　当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載したも

のではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。

①　株価変動リスク

　　株式の価格は、国内外の政治・経済情勢や、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受けます。

（発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。）また株式の価格は、株

式市場における需給や流動性の影響を受けます。当ファンドは、株価の上昇を捉えることを目標とした、

積極的な運用を行うため、株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は高位に保ちます。そのた

め、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の結果、大幅に変動または下落する可能性があります。

②　カントリー・リスク

　　当ファンドの投資対象株式の発行会社が所在する諸国は、金融市場や政情が不安定で、かつ先進国と比べ

脆弱な面があり、金融市場や政情に起因する諸問題が株式や通貨に及ぼす影響は、先進国より大きいこと

があります。また、それらの諸国における株式・通貨市場は、規模が小さく流動性が低い場合があり、その

結果それらの市場において取引される株式・通貨の価格変動が大きくなることがあります。さらに、それ

らの諸国においては、政府当局が様々な規制を一方的に導入することがあり、また有価証券が取引される

市場、会計基準、財務状況の開示、法規制等に関する制度が先進国市場と異なる場合があることから、運用

上予期しない制約を受けることがあります。以上のような要因は、当ファンドの基準価額を大幅に変動ま

たは下落させる可能性があります。

　　また、当ファンドの投資対象株式が上場または取引されている諸国の税制は先進国と異なる面がある場

合や、配当金にかかる源泉徴収税の還付手続きが整備されていない、あるいは還付に手数料がかかる場合

などがあります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたり

することもあります。以上のような要因は、当ファンドの基準価額に影響を与える可能性があります。

③　為替変動リスク

　　当ファンドは外貨建資産を保有し、原則として為替ヘッジを行わないため、当該資産の建値となる通貨と

円の間の為替変動が当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

④　カバード・ワラント、株価連動社債のリスク

　　カバード・ワラントや株価連動社債に投資する場合、当該有価証券の原資産（連動対象となる株式また

は株価指数）にかかる株価変動リスク、為替変動リスク等に加え、当該有価証券の発行体自体の信用リス

クも生じます。なお、一般に信用リスクとは、債務者の倒産や財務状況の悪化、あるいは債務者の所在する

国家の政情不安などにより、債務者が債権者に対して元金、償還金や利息をあらかじめ決められた条件で

支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、債務者にそのような状況が生じた場合またはそれ

が予想される場合には、当該債務者が発行する債券やカバード・ワラント等の価格は下落（価格がゼロ

になることもあります。）しやすくなります。そのため、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

⑤　銘柄選定方法に関するリスク

　　当ファンドは、ボトムアップ・アプローチおよびトップダウン・アプローチにより銘柄を選定するアク

ティブ運用を行うため、ポートフォリオの構成銘柄は、参考指数とは異なるものになります。また、当ファ

ンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。そのため、当ファンドの基準価額の値動きは、株

式市場全体の動きや参考指数の動きと異なり、大きく上下する可能性があります。これにより、投資元本

を割り込むことも考えられます。

⑥　株式の組入れ比率について

　　当ファンドにおいては、株式の組入比率は高位に保ちますが、経済事情や投資環境の急変が起きた場合な

どには、株式の組入比率を落とし、キャッシュ比率を一時的に高める場合があります。なお、キャッシュ比

率を引き上げるために、市況環境等により先物取引を利用することがあります。また、ここにおいて

「キャッシュ」とは信託約款第21条第２項に掲げる投資対象をいいます。
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⑦　流動性のリスク

　　急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変

化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことが

あります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受

けることがあります。

⑧　デリバティブ商品のリスク

　　当ファンドは、先物、オプション等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバティブ商品は、そ

の他の投資手段と比較して、金利等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動するため、当ファン

ドの基準価額はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する場合があります。ヘッジ

目的でデリバティブ商品を利用した場合でも、意図した効果をもたらさず損失または収益機会の逸失の

原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が生じた場合は損失を生

じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生し当ファンドの収益をその分

減少させることがあります。

　　デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金（現金または有価証券）を差し

入れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国や

デリバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なること

もあります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該

ブローカーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。

⑨　受益者（投資家）の解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点

　　一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあり

ます。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金の追加があった場合には、

原則として、迅速に株式組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買付け終

了までに時間がかかることもあります。

⑩　投資方針の変更について

　　経済情勢や投資環境の変化、および投資効率の観点などから、投資対象および投資手法の変更を行う場合

があります。また、参考指数を変更することもあります。さらに、当ファンドの運用の指図に関する権限の

委託先を変更する場合があります。

⑪　繰上げ償還等について

　　当ファンドは、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が受益者のため有利

であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中であっても、繰上げ

償還することがあります。

　　また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停

止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。

⑫　予測不可能な事態が起きた場合等について

　　その他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きたときなど、市場が混乱することが考えられ

ます。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時

的に当ファンドの受益権が換金できないこともあります。また、そのような事情や有価証券の売買にかか

る代金の受渡しに関する障害が起きた場合などには、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延す

ることや、一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。

　　さらに、当ファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないこ

とがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないお

それがあり、その結果当ファンドの基準価額が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益

性が劣ることとなる可能性があります。
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(2)　投資リスクに関する管理体制

　　以下は、当ファンドに関し運用の指図に関する権限の委託を受けた、ＪＰモルガン・アセット・マネジメ

ント（ＵＫ）リミテッドにおけるものです。

 

(2009年９月末現在)

 

①　独立した部署であるポートフォリオ・アナリシス・グループが毎月、運用成果の要因分析レポートを

作成し、ポートフォリオ・マネジャーが国別投資比率、為替リスク、銘柄選択等の異なる要因の当ファン

ドに対する影響を検証しています。四半期毎のインベストメント・ダイレクターのパフォーマンス・レ

ビュー・ミーティングでは、達成した運用成果が当ファンドの目標とする数値に適合しているか、リス

クは運用成果のターゲットに達するために必要なレベルであるか、また、当ファンドの投資目標に従っ

ているかを検証します。

②　コンプライアンス部門はサンプルベースで約定価格を売買高加重平均価格と比較し、最良執行の観点

からチェックするなど、モニタリング体制を構築しています。

③　投資ガイドライン
*
違反を未然防止するためのモニター・システムをポートフォリオ・マネジャーは

活用しています。このシステムは潜在的投資ガイドライン違反を発見した場合、ポートフォリオ・マネ

ジャーに対し警告を発します。ポートフォリオ・マネジャーは警告を無効とするためには、警告がなぜ

無効となるのか理由を入力しなければなりません。この入力された理由はレポートにまとめられ、クラ

イアントサービス、フロント・オフィス・リエゾンおよびリスク・マネジメント部門によりモニターさ

れ、無効の理由が妥当なものであるかどうかが検証されます。
＊　当ファンドの投資方針や投資範囲・制限等の詳細を定めた、内部のガイドラインです。
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４【手数料等及び税金】
 

（１）【申込手数料】

①　発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販

売会社における手数料率は、3.15％（税抜3.0％）が上限となっています。

　　申込手数料の詳細（具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法）につきましては、販売会社にお問い合わせく

ださい。

②　「積立投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

申込取扱場所 本店および本社所在地

大和証券株式会社
＊ 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

＊　国内のすべての営業所で取り扱います。

 

（２）【換金（解約）手数料】

　当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。

 

（３）【信託報酬等】

　委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産

の純資産総額に対し年率1.89％（税抜1.8％）を乗じて得た額とします。

　委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を

支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分

(純資産総額に対し)

委託会社 販売会社 受託会社

年率0.8925％

（税抜0.85％）

年率0.8925％

（税抜0.85％）

年率0.105％

（税抜0.10％）

　委託会社の受ける報酬には、当ファンドの運用委託に係る投資顧問会社への報酬（信託財産の純資産総額

に対し年率0.5％）が含まれています。

　信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財

産中から支弁されます。

 

（４）【その他の手数料等】

　その他、以下の費用を信託財産で負担します。

①　有価証券取引、先物取引、オプション取引および外国為替取引にかかる費用（売買委託手数料）が実費で

かかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。

②　外貨建資産の保管費用が実費でかかります。

③　信託財産に関する租税（キャピタル・ゲイン税は、保有有価証券の売却時に発生し、その課税額は期間按

分等の調整を行うことなく税額が確定次第、速やかに全額が当ファンドに費用計上されます。）、信託事務

の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費でかかります。

④　カバード・ワラントまたは株価連動社債に投資する場合、その発行体が発行に関連する費用を発行価格

に転嫁している場合があります。この場合、当ファンドは間接的に当該費用を負担することとなります。

⑤　投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券（以下総称して「投資信託証

券」といいます。）に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人ま

たは外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。

（a）運用報酬

（b）運用に付随して発生する費用

（c）法人の運営のための各種の費用（投資法人および外国投資法人のみ）

　　また、投資信託証券の銘柄によっては上記以外の費用がかかる場合があります。上記の費用は、当ファンド

において投資する銘柄やその投資比率が固定されているものではなく、また、銘柄ごとに種類、金額および

算出方法が異なり、費用の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方

法を記載しておりません。
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⑥　当ファンドの監査費用は、実際に委託会社が支払った費用について信託財産から支弁を受ける方法に代

えて、信託財産の純資産総額に年率0.021％（税抜0.02％）を乗じて得た額（ただし、年間315万円（税抜

300万円）を上限とします。）を当該監査に要する諸費用とみなし、そのみなし額の支弁を、毎計算期間の

最初の６ヵ月終了日、毎計算期終了日および信託終了のとき信託財産中から受けるものとします。

　　委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとしま

す。

 

　上記の手数料等の合計額は、当ファンドの運用状況により変動し、事前に確定しておらず、また受益者が当

ファンドの受益権を保有する期間、その他の要因により変動し、表示することができないことから記載して

おりません。当該手数料等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。

 

（５）【課税上の取扱い】

　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなりま

す。

　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成21年９月末

現在のものです。

 

①　個別元本について

　　追加型の公募株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込

手数料にかかる消費税等は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

　　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当

該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一販売会社であっても、「分配金支払いコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得す

る場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支

店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

　　受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した

額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、下記の「② 収益分配金

の課税について」をご参照ください。）

 

②　収益分配金の課税について

　　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配

金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

　　受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場

合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となりま

す。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る

部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となりま

す。

　　なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控

除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 

③　法人、個人別の課税の取扱について

(a)　個人の受益者に対する課税

（イ）収益分配金

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は10％（所得税７％お

よび地方税３％）
＊
となります。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、

特別分配金は課税されません。

原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分離課税もし

くは総合課税のいずれかを選択することもできます。

＊　平成23年12月31日までの税率です。平成24年１月1日からは20％（所得税15％および地方税５％）となる予定で
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す。

（ロ）一部解約時・償還時

解約価額および償還価額から取得費
＊1
を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税となり、確

定申告を行うことが必要となります。税率は10％（所得税７％および地方税３％）
＊2
となります。当

該控除結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。（損益通算については

後記（ニ）損益通算についてをご参照ください。）

上記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不要とな

り、10％（所得税７％および地方税３％）
＊2
の税率で源泉徴収されます。

＊１　個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額です。
＊２　平成23年12月31日までの税率です。平成24年１月1日からは20％（所得税15％および地方税５％）となる予定で

す。

（ハ）買取請求時

買取価額から取得費を控除した差益は、上記（ロ）一部解約時・償還時と同様の取扱いとなります。

当該控除結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。（損益通算について

は後記（ニ）損益通算についてをご参照ください。）詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（ニ）損益通算について

公募株式投資信託（当ファンドを含みます。以下同じ。）の一部解約時、償還時および買取請求時の差

損、ならびにその他の上場株式等
＊
の譲渡損は、一定の条件の下で公募株式投資信託の一部解約時、償

還時および買取請求時の差益ならびに収益分配金、ならびにその他の上場株式等の譲渡益および配当

金と損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失が

ある場合は、その翌年以降３年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とするこ

とができます。損益通算の条件等については、税務専門家（税務署等）または販売会社にご確認くだ

さい。
＊　上場株式、上場特定株式投資信託（ＥＴＦ）、上場特定不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および公募株式投資信託等を

いいます。詳しくは税務専門家（税務署等）にお問い合わせください。

 

(b)　法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ

び償還時の個別元本超過額については、７％（所得税７％）
＊
の税率で源泉徴収され法人の受取額とな

ります。なお、地方税の源泉徴収はありません。特別分配金は課税されません。買取請求の詳細は、販売

会社にお問い合わせください。
＊　平成23年12月31日までの税率です。平成24年１月1日からは15％（所得税15％）となる予定です。

 
※　課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家（税務署等）に確認することをお勧めいたします。
 

５【運用状況】

（１）【投資状況】

  （平成21年９月18日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

株式

アメリカ 2,142,182,51817.25

カナダ 12,595,5270.10

イギリス 5,798,727,44046.71

チェコ 694,263,1815.59

ハンガリー 439,612,0283.54

ポーランド 596,664,2424.81

ロシア 2,278,616,70918.35

小計 11,962,661,64596.35

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 453,567,4993.65

合計(純資産総額)  12,416,229,144100.00

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

20/73



　（注１）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
　（注２）上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しております。具体的

な投資対象については、本書の「第一部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　１ ファンドの性格（１）ファンドの目
的及び基本的性格（ニ）ファンドの特色」をご参照ください。
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（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

         （平成21年９月18日現在）

順位
国／

地域

投資
国

種
類

銘柄名 業種 株式数

帳簿価
額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投
資
比
率

(％)

1
ロシ
ア

ロシ
ア

株
式

SBERBANK RF銀行 8,580,260135.931,166,337,908175.611,506,845,955 12.14

2
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

MAGNIT OJSC-SPON GDR
REGS/WI

食品・生活必需
品小売り

809,478940.58761,379,8691,181.42956,340,379 7.70

3
アメ
リカ

ロシ
ア

株
式

JSC MMC NORILSK
NICKEL ADR

素材 778,190962.47748,989,5871,117.56869,679,852 7.00

4
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

SISTEMA JSFC-REG S
SPONS GDR

電気通信サービ
ス

576,7551,263.53728,750,4171,459.67841,877,738 6.78

5
アメ
リカ

ロシ
ア

株
式

MOBILE TELESYSTEMS-SP
ADR

電気通信サービ
ス

180,6483,922.88708,662,2324,319.74780,352,4816.28

6
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

TATNEFT-SPONSORED
REGS GDR

エネルギー 228,5932,004.32458,174,2302,348.26536,795,8434.32

7
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

SURGUTNEFTEGAZ-SP ADRエネルギー 646,700692.43447,798,167818.33529,216,0154.26

8
ハン
ガ
リー

ハン
ガ
リー

株
式

OTP BANK NYRT銀行 163,1322,305.96376,177,3492,694.82439,612,0283.54

9
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

MAGNITOGORS-SPON GDR
REGS

素材 530,422748.08396,801,272825.63437,933,1113.53

10
イギ
リス

カザ
フス
タン

株
式

KAZMUNAIGAS
EXPLORATION-GDR

エネルギー 215,0501,947.76418,865,8951,934.07415,923,0433.35

11
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

COMSTAR UNITED
TELESYST-GDR

電気通信サービ
ス

825,839456.14376,706,459474.39391,774,7183.16

12
アメ
リカ

ロシ
ア

株
式

VIMPELCOM-SP ADR
電気通信サービ
ス

241,8001,293.64312,802,4901,610.20389,348,6573.14

13
チェ
コ

チェ
コ

株
式

CEZ AS 公益事業 71,1895,285.79376,290,8164,873.84346,964,5072.79

14
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

CHERKIZOVO GROUP GDR
REGS

食品・飲料・タ
バコ

549,923602.11331,118,536547.37301,016,8512.42

15
イギ
リス

トル
クメ
ニス
タン

株
式

DRAGON OIL PLCエネルギー 490,475520.66255,373,974603.88296,189,6852.39

16
ロシ
ア

ロシ
ア

株
式

SOLLERS
自動車・自動車
部品

283,726707.03200,603,5031,003.52284,727,5522.29

17
ポー
ラン
ド

ポー
ラン
ド

株
式

TELEKOMUNIKACJA
POLSKA S.A.

電気通信サービ
ス

500,115531.21265,669,289526.32263,221,4772.12

18
チェ
コ

チェ
コ

株
式

CESKY TELECOM AS
電気通信サービ
ス

94,7602,609.72247,298,0142,348.65222,558,0741.79
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19
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

NOVOLIPET STEEL-GDR 
WI REGS

素材 94,5822,280.74215,717,8962,218.71209,850,3691.69

20
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

X 5 RETAIL GROUP
NV-REGS GDR

食品・生活必需
品小売り

89,7001,894.12169,903,0222,163.06194,026,7781.56

21
ロシ
ア

ロシ
ア

株
式

AEROFLOT-RUSSIAN
AIRLINES-CLS

運輸 1,702,64191.22155,331,938109.47186,398,3261.50

22
ポー
ラン
ド

ポー
ラン
ド

株
式

PKO BANK POLSKI SA銀行 164,9701,053.62173,816,1361,050.68173,331,6691.40

23
ポー
ラン
ド

ポー
ラン
ド

株
式

POLISH OIL & GASエネルギー 1,291,281132.80171,487,411123.99160,111,0961.29

24
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

URALKALI-SPON GDR素材 86,3001,733.37149,589,8311,737.01149,904,7561.21

25
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

OAO GAZPROM-SPON ADR
REG S

エネルギー 62,6001,706.28106,813,3082,172.18135,978,8621.10

26
チェ
コ

チェ
コ

株
式

KOMERCNI BANKA AS銀行 6,70019,752.20132,339,74018,618.00124,740,6001.00

27
イギ
リス

ロシ
ア

株
式

EURASIA DRILLIN-GDR
REGS-W/I

エネルギー 91,0041,140.37103,778,6861,140.37103,778,6860.84

28
アメ
リカ

ロシ
ア

株
式

CTC MEDIA INCメディア 72,1871,204.2386,930,1841,424.10102,801,5280.83

29
イギ
リス

カザ
フス
タン

株
式

KAZAKHGOLD-REG S GDR素材 142,027761.77108,191,978542.8177,094,8830.62

30
ロシ
ア

ロシ
ア

株
式

ROSBUSINESSCONSULTINGメディア 710,90386.6661,612,896105.8275,232,5890.61

　（注）上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しております。なお、
「投資国」には、第一部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　１ ファンドの性格（１）ファンドの目的及び基本的性
格（ニ）ファンドの特色の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのた
め、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」に
おける国/地域名が異なる場合があります。

 

種類別及び業種別投資比率

（平成21年９月18日現在）

種類
国内／外
国

業種 投資比率（％）

株式 外国

エネルギー 18.05

素材 15.49

運輸 1.50

自動車・自動車部品 2.29

耐久消費財・アパレル 0.03

メディア 1.43

食品・生活必需品小売り 9.50

食品・飲料・タバコ 2.42

銀行 18.08

不動産 0.55

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.35

電気通信サービス 23.29

公益事業 3.37

合　計 96.35
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②【投資不動産物件】

　　該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

　　該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

　　平成21年９月18日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の

通りです。

期 年月日
純資産総額
（百万円）
（分配落）

純資産総額
（百万円）
（分配付）

１口当たり
純資産額
（円）
（分配落）

１口当たり
純資産額
（円）
（分配付）

１期 (平成18年８月17日) 60,972 64,045 1.3891 1.4591

２期 (平成19年８月17日) 48,110 51,066 1.6278 1.7278

３期 (平成20年８月18日) 34,786 35,830 1.6657 1.7157

４期 (平成21年８月17日) 11,694 11,694 0.7482 0.7482

 平成20年９月末日 18,480 － 1.0369 －

 平成20年10月末日 8,568 － 0.5159 －

 平成20年11月末日 7,386 － 0.4428 －

 平成20年12月末日 6,747 － 0.4075 －

 平成21年１月末日 5,651 － 0.3396 －

 平成21年２月末日 6,193 － 0.3751 －

 平成21年３月末日 7,142 － 0.4472 －

 平成21年４月末日 8,978 － 0.5639 －

 平成21年５月末日 11,114 － 0.6969 －

 平成21年６月末日 10,540 － 0.6641 －

 平成21年７月末日 11,423 － 0.7254 －

 平成21年８月末日 11,854 － 0.7655 －

 平成21年９月18日 12,416 － 0.8147 －

 

②【分配の推移】

期 １口当たり分配金（円）

１期 0.0700

２期 0.1000

３期 0.0500

４期 0.0000

 

③【収益率の推移】

期 収益率（％）

１期 45.9

２期 24.4

３期 5.4

４期 △55.1

　（注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配付）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落）（以下「前期
末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除したものです。
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第二部【ファンドの詳細情報】
 

第１【ファンドの沿革】

平成17年９月１日　信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

 

第２【手続等】
 

１【申込（販売）手続等】
 

①　申込方法

　　申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受

付が行われます。

　　ただし、ロンドン証券取引所の休業日には、受益権の取得申込みの受付は行いません
＊
。

　＊　将来、当ファンドにおける直接投資の比率が上昇するにつれて、ロンドン証券取引所以外の取引所の
休業日が追加される等、変更される場合があります。休業日については、販売会社にお問い合わせく
ださい。

 

②　申込価格

　　取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

　　取得申込みには申込手数料を要します。

 

　　「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権総口数で除した１口当たりの価額をいいます。なお、便宜

上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

　　基準価額（１万口当たり）は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額

（１万口当たり）は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

 

③　申込単位

　　１口または１円を最低単位として、販売会社が定める単位とします。

　　ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、１口以上１口単位または１円

以上１円単位とします。

 

　　収益分配金の受取方法により、申込みには、「分配金支払いコース」と「分配金再投資コース」の２つの

コースがあります。

 

④　受渡方法

（a)　取得申込代金の支払いについて

　　　投資家は、取得申込日から起算して５営業日目までに取得申込代金を申込みの販売会社に支払うものと

します。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいた

だく場合があります。

 

（b)　受益権の引渡しについて

　　　当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替

機関等の口座に投資家に係る受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行

われます。当該口座は、当該投資家が販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ申し出た口座とし

ます。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た

な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等

は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への

新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ

ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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⑤　受付時間

　　原則として午後３時（わが国の金融商品取引所のいずれかが半休日の場合は午前11時）までとします。こ

れら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。詳しくは、販売会社にお問い合わせく

ださい。

 

⑥　申込の中止

　　有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき

は、取得申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、投資家は当該受付中止以前に行った当

日の取得申込みを撤回できます。ただし、投資家がその取得申込みを撤回しない場合には、その取得申込み

は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその取得申込みを受付けたものとして取り扱

うこととします。

 

⑦　申込取扱場所

申込取扱場所 本店および本社所在地

大和証券株式会社
＊ 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

＊　国内のすべての営業所で取り扱います。

 

２【換金（解約）手続等】
 

①　換金方法

　　原則として毎営業日に販売会社にて受付けます。ただし、ロンドン証券取引所の休業日には、換金申込みの

受付は行いません
＊
。

　＊　将来、当ファンドにおける直接投資の比率が上昇するにつれて、ロンドン証券取引所以外の取引所の
休業日が追加される等、変更される場合があります。休業日については、販売会社にお問い合わせく
ださい。

　　換金の方法は、解約請求と買取請求による方法があります。

 

②　換金価格

（a)　解約請求

　　　換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
（換金にかかる課税については、「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金 (5) 課税上の
取扱い」をご参照ください。）
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（b)　買取請求

　　　換金申込日の翌営業日の基準価額から、販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する額を差し引いた額と

します。（当該源泉徴収税額に相当する額の控除は免除される場合があります。）

　　　買取請求時の手続等については、販売会社にお問い合わせください。
（換金にかかる課税については、「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金 (5) 課税上の
取扱い」をご参照ください。）

 

　　換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。

　　販売会社に関しては、前記「１ 申込(販売)手続等 ⑦ 申込取扱場所」をご参照ください。

 

　　解約請求・買取請求共、換金時に手数料はかかりません。

 

③　換金単位

　　１口単位または１円単位をもって、販売会社が定める単位とします。

 

④　受渡方法

（a)　換金代金の支払いについて

　　　原則として換金申込日から起算して５営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたしま

す。

（b)　受益権の引渡しについて

　　　≪解約請求の場合≫

　　　当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して当該受益者の申込みに係る当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換え

に、販売会社を通じて当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法

の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することにより、受

益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。当ファンドが振

替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益証券をお手許で保有されている方は、換金申込み

に際して個別に振替受益権とするための所要の手続が必要であり、この手続には時間を要しますのでご

留意ください。
≪買取請求については販売会社にお問い合わせください。≫

 

⑤　受付時間

　　原則として午後３時（わが国の金融商品取引所のいずれかが半休日の場合は午前11時）までとします。こ

れら受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。詳しくは、販売会社にお問い合わせく

ださい。

 

⑥　換金の中止

　　有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき

は、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当

日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込み

は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその換金申込みを受付けたものとして取り扱

うこととします。
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第３【管理及び運営】
 

１【資産管理等の概要】
 

（１）【資産の評価】

　　受益権１口当たりの純資産価額（基準価額）は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権１

口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます）を法令および社

団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金

額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で

表示することがあります。

　　信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲

値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲

値によって計算します。

　　受益権１万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益権

１万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

 

申込取扱場所 本店および本社所在地

大和証券株式会社
＊ 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

＊　国内のすべての営業所で取り扱います。

 

（２）【保管】

　　該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

　　約10年（平成17年９月１日から平成27年８月17日まで）です。

　　ただし、後記「(5) その他 ① 信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託期間満了前に信託は終了

します。

　　なお、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合

意のうえ、当ファンドの信託約款を変更し、信託期間を延長することができます。

 

（４）【計算期間】

　　当ファンドの計算期間は、毎年８月18日から翌年８月17日までとします。

　　計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、計算期間終了日は、該当

日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

　　なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、上記より当ファンドの決算日は原則として毎年８

月17日（該当日が休業日の場合は翌営業日）となります。

 

（５）【その他】

①　信託の終了等

（a)　信託契約の解約

a．委託会社は、当ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの

信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生し

た場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま

す。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

b．委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載

した書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として、公告を行いません。

c．前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べ

るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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d．前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える

ときは、前記a.の信託契約の解約をしません。

e．委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨お

よびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

f．前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で

あって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。

（注）委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

（b)　信託契約に関する監督官庁の命令

　　　委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当

ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約

款を変更しようとするときは、後記「② 信託約款の変更」の規定にしたがいます。

（c)　委託会社の登録取消に伴う取扱い

　　　委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社

は、当ファンドの信託契約を解約し信託を終了させるものとします。ただし、監督官庁が当ファンドの信

託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「② 信託約款の

変更」で受益者による反対が受益権総口数の二分の一を超える場合を除き、当ファンドはその委託会社

と受託会社との間において存続します。

（d)　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

　　　委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する

事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させること

があり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。

（e)　受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

　　　受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた

場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求する

ことができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記

「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社は、新受託会社を

選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

 

②　信託約款の変更

（a)　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託

会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようと

する旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

（b)　委託会社は、前記(a)の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨お

よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。た

だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

（c)　前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べる

べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

（d)　前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える

ときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。

（e)　委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

（f)　委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記(a)か

ら(e)までの規定にしたがいます。

（注）委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

 

③　運用報告書
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　　　委託会社は、当ファンドについて、計算期間終了日毎および償還時に運用経過、信託財産の内容、有価証券

の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通して交付しま

す。

 

④　関係会社との契約の更新等に関する手続について

（a)　委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の３ヵ月前まで

に、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長

後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、か

かる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も

当該契約に基づいています。

（b)　委託会社とＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドとの間の投資運用の委託に関

する契約には期限の定めはありません。

 

２【受益者の権利等】
 

　当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を

異にすることにより差異を生ずることはありません。

　受益者の有する主な権利は次のとおりです。

（1)　収益分配金の請求権

　　　受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。

　　　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として毎計算期間終了日

から起算して５営業日目）までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録さ

れている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権に

かかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取

得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に支払いを開始します。ただし、受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配

金交付票（当ファンドが振替受益権化される以前に発行されたもの）を保有している場合には、その収

益分配金交付票と引換えに当該収益分配金を受益者にお支払いします。また、「積立投資契約」に基づ

いて収益分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配

金が販売会社に交付され、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売

付を行います。当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

　　　収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。

　　　収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社

から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

（2)　償還金の請求権

　　　受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。

　　　償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合

は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日目）までに、信託終了日において振替機関等の口座簿

に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受

益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社

の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開

始します。当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還

の通知をするのと引き換えに、販売会社を通じて当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を

行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記

録が行われます。当ファンドが振替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益証券を保有して

いる受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から当該受益証券

と引き換えに当該受益者に支払われます。
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　　　償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。

　　　受益者が、償還金について上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権

利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。

 

（3)　受益権の一部解約の実行請求権

　　　受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。

 

（4)　反対者の買取請求権

　　　当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期間内に

委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって

買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項

は、前述の「１ 資産管理等の概要 (5) その他 ① 信託の終了等」または「② 信託約款の変更」に規

定する公告または書面に付記します。

 

（5)　帳簿の閲覧権

　　　受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧また

は謄写を請求することができます。
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第４【ファンドの経理状況】
 

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、第３期計算期間（平成19年８月18日から平成20年８月18

日まで）については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基

づき作成しており、第４期計算期間（平成20年８月19日から平成21年８月17日まで）については、改正後

の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。

　　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３期計算期間（平成19年８月18日

から平成20年８月18日まで）及び第４期計算期間（平成20年８月19日から平成21年８月17日まで）の財

務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
【ＪＰＭロシア・東欧株ファンド】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第３期
(平成20年８月18日現在)

第４期
(平成21年８月17日現在)

資産の部

流動資産

預金 1,329,435,559 511,365,408

コール・ローン 292,086,129 7,531,336

株式 33,796,929,230 11,157,097,787

派生商品評価勘定 3,177,909 1,951,396

未収入金 1,103,586,395 275,150,865

未収配当金 23,942,538 13,505,061

未収利息 3,200 10

流動資産合計 36,549,160,960 11,966,601,863

資産合計 36,549,160,960 11,966,601,863

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 － 1,420,389

未払金 218,605,435 172,755,010

未払収益分配金 977,078,040 －

未払解約金 132,059,668 9,199,889

未払受託者報酬 24,061,752 4,870,059

未払委託者報酬 409,049,778 82,790,888

その他未払費用 1,575,000 973,955

流動負債合計 1,762,429,673 272,010,190

負債合計 1,762,429,673 272,010,190

純資産の部

元本等

元本 ※1
 20,884,445,507

※1
 15,630,503,920

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2
 13,902,285,780

※2
 △3,935,912,247

（分配準備積立金） 12,010,807,536 8,582,524,828

元本等合計 34,786,731,287 11,694,591,673

純資産合計 34,786,731,287 11,694,591,673

負債純資産合計 36,549,160,960 11,966,601,863
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第３期
(自　平成19年８月18日
　至　平成20年８月18日)

第４期
(自　平成20年８月19日
　至　平成21年８月17日)

営業収益

受取配当金 1,143,674,542 476,927,565

受取利息 33,304,698 1,903,900

有価証券売買等損益 5,552,234,656 △12,508,172,128

為替差損益 △747,751,364 △5,064,014,633

営業収益合計 5,981,462,532 △17,093,355,296

営業費用

受託者報酬 53,228,602 11,401,241

委託者報酬 ※1
 904,886,076

※1
 193,820,946

その他費用 ※3
 130,508,513

※3
 59,426,443

営業費用合計 1,088,623,191 264,648,630

営業利益又は営業損失（△） 4,892,839,341 △17,358,003,926

経常利益又は経常損失（△） 4,892,839,341 △17,358,003,926

当期純利益又は当期純損失（△） 4,892,839,341 △17,358,003,926

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

3,460,120,447 △4,020,659,399

期首剰余金又は期首欠損金（△） 18,555,576,242 13,902,285,780

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,544,989,796 －

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

1,544,989,796 －

剰余金減少額又は欠損金増加額 6,653,921,112 4,500,853,500

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

6,653,921,112 4,179,925,026

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－ 320,928,474

分配金 ※2
 977,078,040

※2
 －

期末剰余金又は期末欠損金（△） 13,902,285,780 △3,935,912,247
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分
第３期

（自　平成19年８月18日
　　至　平成20年８月18日）

第４期
（自　平成20年８月19日
　　至　平成21年８月17日）

１．有価証券の
評価基準及
び評価方法

株式
　移動平均法に基づき、以下のとおり原
則として時価で評価しております。

株式
　移動平均法に基づき、以下のとおり原
則として時価で評価しております。

 (1)金融商品取引所等に上場されている
有価証券
　金融商品取引所等に上場されている
有価証券は、原則として金融商品取引
所等における計算期間末日の最終相場
（外貨建証券の場合は計算期間末日に
おいて知りうる直近の最終相場）で評
価しております。
　計算期間末日に当該金融商品取引所
等の最終相場がない場合には、当該金
融商品取引所等における直近の日の最
終相場で評価しておりますが、直近の
日の最終相場によることが適当でない
と認められた場合は、当該金融商品取
引所等における計算期間末日又は直近
の日の気配相場で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている
有価証券
　同左

 (2)金融商品取引所等に上場されていな
い有価証券
　当該有価証券については、原則とし
て、日本証券業協会発表の売買参考統
計値（平均値）、金融機関の提示する
価額（ただし、売気配相場は使用しな
い）又は価格提供会社の提供する価額
のいずれかから入手した価額で評価し
ております。

(2)金融商品取引所等に上場されていな
い有価証券
　同左

 (3)時価が入手できなかった有価証券
　適正な評価額を入手できなかった場
合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、委託
会社が忠実義務に基づいて合理的事由
をもって時価と認めた価額もしくは受
託者と協議のうえ両者が合理的事由を
もって時価と認めた価額で評価してお
ります。

(3)時価が入手できなかった有価証券
　同左
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区分
第３期

（自　平成19年８月18日
　　至　平成20年８月18日）

第４期
（自　平成20年８月19日
　　至　平成21年８月17日）

２．デリバティ
ブ等の評価
基準及び評
価方法

為替予約取引
　個別法に基づき、原則として時価で評価
しております。
　為替予約の評価は、原則として、わが国
における計算期間末日の対顧客先物売買
相場の仲値によって計算しております。

為替予約取引
　同左

３．その他財務
諸表作成の
ための基本
となる重要
な事項

(1)外貨建取引等の処理基準
　外貨建取引については、「投資信託財
産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録す
る方法を採用しております。ただし、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時に
おいて、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損
益勘定の前日の外貨建純資産額に対す
る当該売却外国通貨の割合相当額を当
該外国通貨の売却時の外国為替相場等
で円換算し、前日の外貨基金勘定に対
する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。

(1)外貨建取引等の処理基準
　同左

 (2)計算期間末日の取扱い
平成20年８月17日が休日のため、信託

約款第41条により、当計算期間末日を平
成20年８月18日としております。

(2)計算期間末日の取扱い
平成20年８月17日が休日のため、信託

約款第41条により、前計算期間末日を平
成20年８月18日としております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分
第３期

(平成20年８月18日現在)
第４期

(平成21年８月17日現在)

※１信託財産に係る期首元本額、期中追加設
定元本額及び期中解約元本額

  

期首元本額 29,555,280,977円 20,884,445,507円

期中追加設定元本額 1,751,900,781円 1,138,149,897円

期中一部解約元本額 10,422,736,251円 6,392,091,484円

※２元本の欠損

－

貸借対照表上の純資産額が
元本総額を下回っており、
その差額は3,935,912,247
円であります。

※３計算期間末日における受益権の総数 20,884,445,507口 15,630,503,920口
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分
第３期

(自　平成19年８月18日
　至　平成20年８月18日)

第４期
(自　平成20年８月19日
　至　平成21年８月17日)

※１信託財産の運用の指図に関する権限の
全部または一部を委託するために要す
る費用として委託者報酬の中から支弁
している額

純資産総額に年率0.5％を
乗じて得た額

　同左

※２分配金の計算過程   

費用控除後の配当等収益額 556,947,744円 182,015,601円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益額

875,771,150円 －円

収益調整金額 1,891,478,244円 1,773,656,497円

分配準備積立金額 11,555,166,682円 8,400,509,227円

当ファンドの分配対象収益額 14,879,363,820円 10,356,181,325円

当ファンドの期末残存口数 20,884,445,507口 15,630,503,920口

1万口当たり収益分配対象額 7,124.61円 6,625.62円

1万口当たり分配金額 500.00円 －円

収益分配金金額 1,044,222,275円 －円

外国税控除額 67,144,235円 －円

 

収益分配金金額と損益及び
剰余金計算書上の分配金の
差額は、外国税控除額であ
ります。

 

※３その他費用の内訳

－

カストディ　フィー
57,146,315円

その他
2,280,128円

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第３期
（平成20年８月18日現在）

第４期
（平成21年８月17日現在）

 
貸借対照表
計上額（円）

当計算期間の損益
に含まれた評価差
額（円）

 
貸借対照表
計上額（円）

当計算期間の損益
に含まれた評価差
額（円）

株式 33,796,929,230△2,836,269,51511,157,097,787△5,573,959,773

合計 33,796,929,230△2,836,269,51511,157,097,787△5,573,959,773
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（デリバティブ取引等に関する注記）

Ⅰ　取引の状況に関する事項

区分
第３期

（自　平成19年８月18日
　　至　平成20年８月18日）

第４期
（自　平成20年８月19日
　　至　平成21年８月17日）

１.取引の内容 　当投資信託の利用しているデリバティブ
取引は、通貨関連では為替予約取引であり
ます。

　同左

２.取引に対する
取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替の変動
によるリスク回避及び効率的な運用に資
することを目的としております。

　同左

３.取引の利用目
的

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨
建金銭債権債務の為替変動リスクを回避
し、安定的な利益の確保を図る目的で利用
しております。

　同左

４.取引に係るリ
スクの内容

　為替予約取引に係るリスクは、為替相場
の変動によるリスクであります。

　同左

５.取引に係るリ
スクの管理体
制

　デリバティブ取引の執行・管理について
は、取引権限および取引限度額等を定めた
規定に従い、運用担当部門が決済担当者の
承認を得て行っております。

　同左

６.取引の時価等
に関する事項
についての補
足説明

　取引の時価等に関する事項についての契
約額等は、あくまでもデリバティブ取引に
おける名目的な契約額であり、当該金額自
体がデリバティブ取引のリスクの大きさ
を示すものではありません。

　同左

 

Ⅱ　取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

区分 種類

第３期（平成20年８月18日現在） 第４期（平成21年８月17日現在）

契約額等
(円)

うち
1年超
(円)

時価
(円)

評価損益
(円)

契約額等
(円)

うち
1年超
(円)

時価
(円)

評価損益
(円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引         

買建         

　アメリカドル － － － － 82,643,310－ 81,650,688△992,622

チェココルナ － － － － 26,792,003－ 26,408,774△383,229

ポーランドズ
ロチ

－ － － － 2,323,557－ 2,279,019△44,538

売建         

アメリカドル 1,300,000,000－ 1,296,822,0913,177,909123,115,560－ 122,598,582516,978

英ポンド － － － － 82,643,310－ 81,208,8921,434,418

合計  1,300,000,000－ 1,296,822,0913,177,909317,517,740－ 314,145,955531,007

（注）１．為替予約の時価の算定方法
（１）計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて

いる場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており

ます。

・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

ち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

（２）計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買

相場の仲値により評価しております。
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２．換算において円未満の端数は切り捨てております。

３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

　該当事項はありません。

 

（１口当たり情報に関する注記）

区分
第３期

(平成20年８月18日現在)
第４期

(平成21年８月17日現在)

１口当たりの純資産額 1.6657円 0.7482円

(１万口当たりの純資産額) (16,657円) (7,482円)
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（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表（平成21年８月17日現在）

(イ)株式

通貨 銘柄 株式数 評価額単価 評価額金額 備考

アメリカドル EURASIA DRILLIN-GDR REGS-W/I91,004 12.501,137,550.00 

 KAZMUNAIGAS EXPLORATION-GDR215,050 21.354,591,317.50 

 SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 646,700 7.594,908,453.00 

 TATNEFT-SPONSORED REGS GDR 228,593 21.975,022,188.21 

 ZHAIKMUNAI LP-GDR REG S-W/I142,239 5.50 782,314.50 

 CHELYABINSK ZINC PLANT-CLS 217,400 1.55 336,970.00 

 CHELYABINSK ZINK PLANT-GDR 131,480 1.60 210,368.00 

 JSC MMC NORILSK NICKEL ADR778,190 10.558,209,904.50 

 KAZAKHGOLD-REG S GDR 296,123 8.352,472,627.05 

 KAZAKHSTAN KAGA-GDR REGS/WI530,489 0.23 122,012.47 

 MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 530,422 8.204,349,460.40 

 NOVOLIPET STEEL-GDR WI REGS145,913 25.003,647,825.00 

 SEVERSTAL-GDR 164,818 7.041,160,318.72 

 URALKALI-SPON GDR 86,300 19.001,639,700.00 

 AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES-CLS1,702,641 1.001,702,641.00 

 AMTEL VREDESTEIN-GDR REG S489,200 － －  

 SOLLERS 283,726 7.752,198,876.50 

 PIK GROUP-GDR REG S 131,200 1.65 216,480.00 

 CTC MEDIA INC 75,687 13.20 999,068.40 

 ROSBUSINESSCONSULTING710,903 0.95 675,357.85 

 MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS/WI809,478 10.318,345,718.18 

 PHARMACY CHAIN 36 RTS BD 65,088 5.00 325,440.00 

 CHERKIZOVO GROUP GDR REGS 549,923 6.603,629,491.80 

 SBERBANK RF 8,962,760 1.4913,399,326.20 

 VTB BANK OJSC-GDR-REG S479,400 2.661,275,204.00 

 OPEN INVESTMENTS-CLS 11,538 30.00 346,140.00 

 SISTEMA HALS-GDR REG S 312,805 0.50 156,402.50 

 SITRONICS-GDR REG S-W/I746,555 0.90 671,899.50 

 COMSTAR UNITED TELESYST-GDR825,839 5.004,129,195.00 

 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR180,648 43.007,767,864.00 

 SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR576,755 13.857,988,056.75 

 VIMPELCOM-SP ADR 241,800 14.183,428,724.00 

 LENENERGO-CLS 1,212,000 0.54 661,752.00 

小計 銘柄数： 33  96,508,647.03 

    (9,129,718,009) 

 組入時価比率： 78.1%  81.9% 
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通貨 銘柄 株式数 評価額単価 評価額金額 備考

カナダドル ORSU METALS CORP 2,943,224 0.06 176,593.44 

小計 銘柄数： 1  176,593.44 

    (15,151,717) 

 組入時価比率： 0.1% 0.1% 

英ポンド DRAGON OIL PLC 490,475 3.471,703,174.43 

 URALS ENERGY PUBLIC CO LTD155,114 0.09 13,960.26 

 KAZAKHMYS PLC 9,207 8.97 82,632.82 

 STEPPE CEMENT LTD 108,333 0.46 49,833.18 

 XXI CENTURY INVESTMENTS W/I307,672 0.22 69,226.20 

小計 銘柄数： 5 1,918,826.89 

    (298,761,346) 

 組入時価比率： 2.6% 2.7% 

チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 6,700 3,692.0024,736,400.00 

 CESKY TELECOM AS 117,760 487.8057,443,328.00 

 CEZ AS 71,189 988.0070,334,732.00 

小計 銘柄数： 3 152,514,460.00 

    (797,650,625) 

 組入時価比率： 6.8% 7.1% 

ハンガリーフォリ

ント
OTP BANK NYRT 58,125 4,614.00268,188,750.00 

小計 銘柄数： 1 268,188,750.00 

    (133,048,438) 

 組入時価比率： 1.1% 1.2% 

ポーランドズロチ POLISH OIL & GAS 1,291,281 4.075,255,513.67 

 PKO BANK POLSKI SA 164,970 32.295,326,881.30 

 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.829,354 16.2913,510,176.66 

小計 銘柄数： 3 24,092,571.63 

    (782,767,652) 

 組入時価比率： 6.7% 7.0% 

      

合計    11,157,097,787 

    (11,157,097,787) 

（注）各通貨計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

（注）小計・合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
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(ロ)株式以外の有価証券

　該当事項はありません。

 

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

　　当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記　Ⅱ　取引の時価等に関する事項」に開

示しておりますので、記載を省略しております。
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２【ファンドの現況】

 

【純資産額計算書】

  （平成21年９月18日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 12,488,372,170円

 Ⅱ　負債総額 72,143,026円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 12,416,229,144円

 Ⅳ　発行済口数 15,240,848,317口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.8147円

 

第５【設定及び解約の実績】
 

　下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。

期 設定口数（口） 解約口数（口） 残存口数（口）

１期 78,983,898,91735,091,127,08443,892,771,833

２期 3,857,590,42418,195,081,28029,555,280,977

３期 1,751,900,78110,422,736,25120,884,445,507

４期 1,138,149,8976,392,091,48415,630,503,920

　（注１）第１期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
　（注２）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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第三部【特別情報】
 

第１【委託会社等の概況】
 

１【委託会社等の概況】

①　資本金の額（有価証券報告書提出日現在）

資本金の額 2,218百万円

会社が発行する株式の総数 70,000株

発行済株式総数 56,265株

 

②　会社の意思決定機構

　　取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締

役の過半数をもって行われます。

　　取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他

の在任取締役の任期の満了する時までとします。

　　また、リスク管理上の重要な事項（法令上取締役会の決議事項とされているものを除く）の決議または審

議することを目的とする機関として、リスク・コミッティーがあります。

 

③　投資運用の意思決定機構

（イ）ＪＦ運用本部
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①　ＪＦ運用本部は、ＪＦストラテジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた運用を行います。

②　ＪＦ運用本部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催します。各会議にて、ＪＦストラテ

ジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた国内外株式、その他資産の運用戦略の方向性を決

定します。

③　ＪＦジャパン・ポートフォリオ・グループは、ＪＦ日本株式ストラテジーに基づき主に国内株式の運用

戦略の方向性を決定し、その内容を自らの投資判断のガイドラインとして利用します。

④　行動ファイナンス・グループは、行動ファイナンス・ストラテジーに基づき主に国内外の株式の運用戦

略の方向性を決定し、その内容を自らの投資判断のガイドラインとして利用します。

⑤　グローバル・エクイティーズ・チームは、「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループの各

ポートフォリオ・マネジャーと情報交換し外国株式の運用に利用します。

⑥　クライアント・ポートフォリオ・マネジメント・チームは、ＪＦ運用本部の国内株式運用や海外関係会

社に運用を委託しているＪＦストラテジーによる外国株式運用について、関係各部署と連携し、顧客、投資

家、販売会社及びコンサルタント会社への商品内容説明、販売支援および新商品の企画立案等に関する事

項を行います。

⑦　エクイティ・トレーディング本部は、ポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受け、有価証券等の売買

を執行します。

⑧　運用分析室は、顧客報告のためにポートフォリオの分析および評価を行うとともに、ＪＦ運用本部および

運用部門から独立しているインベストメント・ダイレクターにもその情報を提供します。

⑨　ポートフォリオ分析室は、運用分析室からの情報を基に、必要に応じて更なる分析を行い、ＪＦ運用本部

のポートフォリオ・マネジャーにその情報を提供します。

⑩　インベストメント・ダイレクターは、運用に関するリスクのチェックや投資制限に関する管理を行いま

す。

 

（ロ）ＪＰＭ運用本部

 

 

①　ＪＰＭ運用本部は、ＪＰＭストラテジーに基づいた運用を行い、投資調査部、株式運用部、プライベート・

エクイティ部および債券運用部で構成されます。

②　投資調査部に所属するアナリストはＪＰＭストラテジーに基づき分析を行い、分析に基づき各銘柄に

レーティングをつけます。エコノミストは、マクロ経済の観点からアナリストの調査・分析の基となる情

報の提供を行います。

③　株式運用部に所属するポートフォリオ・マネジャーは、投資調査部のアナリストとの議論を通じて、②の
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レーティングの検証を行い、ポートフォリオの構築を行います。

④　債券運用部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催し、運用戦略の方向性を決定します。そ

の決定内容を自らの投資判断のガイドラインとして利用し、ポートフォリオを決定します。また有価証券

等の売買を執行します。

⑤　エクイティ・トレーディング本部は、ポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受け、有価証券等の売買

を執行します。

⑥　運用分析室は、顧客報告のためにポートフォリオの分析および評価を行うとともに、ＪＰＭ運用本部およ

び運用部門から独立しているインベストメント・ダイレクターにもその情報を提供します。

⑦　インベストメント・ダイレクターは、運用に関するリスクのチェックや投資制限に関する管理を行いま

す。

 
（注）上記(イ)および(ロ)の意思決定機構・組織名称等は2009年９月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うと

ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、当該証券投資信託及び投資一任契約に基づき

委託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める下記の業務を行っ

ています。

　・　投資助言・代理業

　・　有価証券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業

　・　有価証券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に

関する第二種金融商品取引業

 

　現在、弊社で設定・運用している公募の証券投資信託は73本、親投資信託33本を数え、販売は100社余りの金

融商品取引業者（第一種金融商品取引業を行う者）および登録金融機関を通じて行っています。平成21年９

月末現在、公募の証券投資信託の純資産総額の合計は9,160億円（ただし、親投資信託を除きます。）です。
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３【委託会社等の経理状況】

 

１．委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表

は、第18期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）については、改正前の「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」とい

う。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令

第52号）に基づいて、第19期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）については、改

正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

　なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、第18期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表及び第19期事業

年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表について、金融商品取引法第193条の

２第１項の規定に基づき、あらた監査法人により監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】

  
第18期

（平成20年３月31日）
第19期

（平成21年３月31日）

資産の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

流動資産        

現金及び預金   9,354,204  13,273,564 

立替金   7,199   2,912  

前払費用   37,125  25,590 

未収入金   1,378,981  81,394 

未収委託者報酬   3,605,899  1,449,280 

未収収益   2,949,643  1,679,413 

未収還付法人税等   －   347,915 

繰延税金資産   474,730  565,915 

その他   －   97,879 

流動資産計   17,807,78480.3  17,523,86587.2

固定資産        

投資その他の資産   4,382,354  2,582,346 

投資有価証券  3,485,313   1,639,519   

敷金保証金  80,641   79,401   

繰延税金資産  763,532   843,805   

その他  52,866   19,619   

固定資産計   4,382,35419.7  2,582,34612.8

資産合計   22,190,139100.0  20,106,212100.0
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第18期

（平成20年３月31日）
第19期

（平成21年３月31日）

負債の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

流動負債        

預り金   117,791  227,241 

未払金   2,930,605  1,473,824 

未払収益分配金  1,827   1,999   

未払償還金  23,153   22,246   

未払手数料  1,417,638   521,491   

その他未払金  1,487,986   928,087   

未払費用   2,698,858  1,213,341 

未払法人税等   472,430  14,482 

賞与引当金   853,648  1,115,766 

役員賞与引当金   41,576  66,080 

流動負債計   7,114,91032.1  4,110,73620.5

固定負債        

長期未払金   7,522   3,471  

賞与引当金   821,753  1,200,522 

役員賞与引当金   173,860  177,812 

退職給付引当金   147,169  294,701 

固定負債計   1,150,3055.1  1,676,5078.2

負債合計   8,265,21537.2  5,787,24428.7
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第18期

（平成20年３月31日）
第19期

（平成21年３月31日）

純資産の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

株主資本        

資本金   2,218,00010.0  2,218,00011.0

資本剰余金   1,000,0004.5  1,000,0005.0

資本準備金  1,000,000   1,000,000   

利益剰余金   11,142,94250.2  11,338,59756.4

利益準備金  33,676   33,676   

その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  11,109,265  11,304,921  

株主資本計   14,360,94264.7  14,556,59772.4

評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   △436,018△1.9  △237,629△1.1

評価・換算差額等計   △436,018△1.9  △237,629△1.1

純資産合計   13,924,92362.8  14,318,96771.3

負債・純資産合計   22,190,139100.0  20,106,212100.0
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（２）【損益計算書】

  
第18期

（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

区分
注記
番号

内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

営業収益        

委託者報酬   17,864,749  15,781,383 

投資顧問料   10,489,106  －  

運用受託報酬   －   9,028,193 

その他営業収益   421,315  240,511 

営業収益計   28,775,171100.0  25,050,087100.0

営業費用        

支払手数料   6,679,308  5,986,412 

広告宣伝費   391,429  166,611 

調査費   6,928,125  5,395,927 

委託調査費  6,779,989   5,079,552   

調査費  138,807   290,580   

図書費  9,328   25,793   

委託計算費   329,137  373,679 

営業雑経費   418,113  388,946 

通信費  33,464   44,786   

印刷費  365,972   308,992   

協会費  7,481   29,547   

諸会費  11,194   5,620   

営業費用計   14,746,11451.2  12,311,57749.1
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第18期

（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

区分
注記
番号

内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

一般管理費        

給料   6,296,250  5,399,518 

役員報酬  126,179   159,032   

給料・手当  2,272,332   3,021,451   

賞与  1,834,973   1,002,858   

賞与引当金繰入額  1,535,026   957,374   

役員賞与  238,709   116,524   

役員賞与引当金繰入額  215,436   70,031   

その他の報酬  73,592   72,247   

福利厚生費   370,832  360,063 

交際費   42,447   48,650  

寄付金   16,890   15,685  

旅費交通費   202,082  173,409 

租税公課   81,397   68,074  

不動産賃借料   535,266  812,982 

退職給付費用   116,581  199,742 

退職金   68,794   210,774 

消耗器具備品費   138,044  117,591 

事務委託費   164,429  165,407 

関係会社付替費用   2,180,518  2,909,618 

諸経費   124,387  150,136 

一般管理費計   10,337,92335.9  10,631,65642.5

営業利益   3,691,13212.9  2,106,8538.4
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第18期

（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

区分
注記
番号

内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  (千円) (千円) (％) (千円) (千円) (％)

営業外収益        

分配金・償還金時効  13,889   －   

受取配当金  3,198   4,089   

有価証券売却益  529,092   －   

投資有価証券売却益  －   12,155   

為替差益  67,742   －   

その他営業外収益  36,496   14,993   

営業外収益計   650,4192.2  31,2380.1

営業外費用        

為替差損  －   232,044   

業法上の負担額 ※１ 13,751   －   

投資有価証券売却損  －   50,453   

その他営業外費用  1,612   37,008   

営業外費用計   15,3630.1  319,5061.3

経常利益   4,326,18815.0  1,818,5857.2

特別利益        

前期損益修正益  －   15,546   

特別利益計   － －  15,5460.1

特別損失        

投資有価証券評価損  －   1,260,823   

ゴルフ会員権評価損  －   16,296   

特別損失計   － －  1,277,1195.1

税引前当期純利益   4,326,18815.0  557,0132.2

法人税、住民税及び事業税   1,768,6936.1  667,6962.7

法人税等調整額   71,8270.3  △306,338△1.2

当期純利益   2,485,6678.6  195,6550.7
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（３）【株主資本等変動計算書】

  （単位：千円）

 
第18期

（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,218,000 2,218,000

当期末残高 2,218,000 2,218,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期末残高 1,000,000 1,000,000

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 33,676 33,676

当期末残高 33,676 33,676

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 8,623,598 11,109,265

当期変動額   

当期純利益 2,485,667 195,655

当期変動額合計 2,485,667 195,655

当期末残高 11,109,265 11,304,921

株主資本合計   

前期末残高 11,875,274 14,360,942

当期変動額   

当期純利益 2,485,667 195,655

当期変動額合計 2,485,667 195,655

当期末残高 14,360,942 14,556,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 191,651 △436,018

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △627,669 198,390

当期変動額合計 △627,669 198,390

当期末残高 △436,018 △237,629

評価・換算差額等合計   

前期末残高 191,651 △436,018

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △627,669 198,390

当期変動額合計 △627,669 198,390

当期末残高 △436,018 △237,629

純資産合計   

前期末残高 12,066,925 13,924,923

当期変動額   

当期純利益 2,485,667 195,655

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △627,669 198,390

当期変動額合計 1,857,998 394,045

当期末残高 13,924,923 14,318,967
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重要な会計方針

項目
第18期

（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

その他有価証券

　時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金 (1）賞与引当金

 　従業員に対する賞与の支給、及び

親会社の運営する株式報酬制度に

係る将来の費用負担に備えるた

め、当事業年度に帰属する額を計

上しております。

同左

 (2）役員賞与引当金 (2）役員賞与引当金

 　当事業年度より、役員に対する親

会社の運営する株式報酬制度に係

る将来の費用負担に備えるため、

当事業年度に帰属する額を計上し

ております。

　役員に対する親会社の運営する

株式報酬制度に係る将来の費用負

担に備えるため、当事業年度に帰

属する額を計上しております。

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金

 　従業員に対する退職給付に備え

るため、当事業年度末における退

職給付債務に基づき退職給付引当

金を計上しております。

　過去勤務債務については、その発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（８年）

による定額法により、発生した事

業年度から費用処理しておりま

す。

　数理計算上の差異は、その発生時

における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（８年）によ

る定額法により按分額を、それぞ

れ発生した翌事業年度から費用処

理することとしております。

同左

３．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

（株式報酬制度に係る引当金の計上基準）

－

　親会社の運営する株式報酬制度による当社の役

員、従業員に対する費用負担額は、これまで親会社

からの請求額が確定した時点で費用として処理し

ておりましたが、当事業年度より、役員、従業員の

役務提供に対応して当該株式報酬額を賞与引当金

及び役員賞与引当金に計上する方法に変更いたし

ました。この変更は、役員、従業員の役務提供に対

応する株式報酬額について親会社から適時に情報

提供されるようになったことを受け、期間損益を

より適正に表示することを目的として行ったもの

であります。

　この変更により、賞与引当金に1,117,832千円、役

員賞与引当金に215,436千円それぞれ引当て、従来

の方法に比べ、営業費用及び一般管理費は

1,333,268千円増加となり、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は1,333,268千円の減少と

なっております。

　なお、上記方法の変更につきましては、下半期よ

り役員、従業員の役務提供に対応する株式報酬額

について親会社から適時に情報提供されたため、

当中間期は従来の方法によっております。従って、

当中間期は変更後の方法によった場合に比べ、経

常利益は984,905千円、税引前中間純利益は

984,905千円それぞれ多く計上されております。

（追加情報）

　当事業年度より、親会社の運営する株式報酬制度

による当社の役員、従業員に対する費用負担額の

計上方法を変更したことにともない賞与引当金及

び役員賞与引当金をそれぞれ賞与引当金（流動）

853,648千円　賞与引当金（固定）821,753千円及

び役員賞与引当金（流動）41,576千円　役員賞与

引当金（固定）173,860千円として表示しており

ます。
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表示方法の変更

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

（損益計算書） （損益計算書）

－ １．前事業年度において「投資顧問料」として表

示しておりましたものは、当事業年度から「運

用受託報酬」として計上しております。

－ ２．前事業年度において「有価証券売却益」とし

て表示しておりましたものは、当事業年度から

「投資有価証券売却益」として計上しておりま

す。

－ ３．前事業年度まで区分掲記しておりました「分

配金・償還金時効」（当事業年度492千円）は、

営業外収益の100分の10以下のため、営業外収益

の「その他営業外収益」に含めて表示しており

ます。

－ ４．前事業年度まで区分掲記しておりました「業

法上の負担額」（当事業年度21,581千円）は、

営業外費用の100分の10以下のため、営業外費用

の「その他営業外費用」に含めて表示しており

ます。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

第18期
（平成20年３月31日）

第19期
（平成21年３月31日）

該当事項はありません。 同左

 

（損益計算書関係）

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

＊１　業法上の負担額

－

　業法上の負担額は、主に改正前の「投資信託

及び投資法人に関する法律」第33条の２（改

正後の「投資信託及び投資法人に関する法

律」第21条）に基づく負担額であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

第18期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 56,265 － － 56,265

合計 56,265 － － 56,265

 

第19期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 56,265 － － 56,265

合計 56,265 － － 56,265

 

（リース取引関係）

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

該当事項はありません。 同左
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（有価証券関係）

第18期（平成20年３月31日）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの

   （単位：千円）

種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額

その他    

投資信託 4,219,300 3,485,313 △733,986

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

  （単位：千円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

1,665,943 529,196 104

 

第19期（平成21年３月31日）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの

   （単位：千円）

種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額

その他    

投資信託 2,040,176 1,639,519 △400,656

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

  （単位：千円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

873,700 12,155 50,453

（注）当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて1,260,823千円減損処理を行っており

ます。

 

（デリバティブ取引関係）

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませ

んので、該当事項はありません。
同左
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（退職給付関係）

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

　当社は平成19年10月に、確定拠出型年金制度及

び、キャッシュバランス型年金制度を導入致し

ました。

同左

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

　
（千円）

①　退職給付債務 102,787

②　年金資産 －

③　会計基準変更時差異 －

④　未認識過去勤務債務 37,425

⑤　未認識数理計算上の差異 6,957

⑥　退職給付引当金

（①＋②＋③＋④＋⑤）
147,169

　

　
（千円）

①　退職給付債務 299,861

②　年金資産 －

③　会計基準変更時差異 －

④　未認識過去勤務債務 32,435

⑤　未認識数理計算上の差異 △37,595

⑥　退職給付引当金

（①＋②＋③＋④＋⑤）
294,701

　

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

　
（千円）

①　勤務費用（注１） 96,639

②　利息費用 225

③　過去勤務債務の費用処理額 △1,571

④　数理計算上の差異の費用処理
額

－

⑤　確定拠出年金支払額 27,300

⑥　その他 △6,012

⑦　退職給付費用
（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

116,581

　

　
（千円）

①　勤務費用（注１） 150,141

②　利息費用 1,691

③　過去勤務債務の費用処理額 △4,682

④　数理計算上の差異の費用処理
額

△850

⑤　確定拠出年金支払額 57,142

⑥　その他 △3,700

⑦　退職給付費用
（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）

199,742

　

（注１）出向者分の費用は、上記金額に含ま

れておりません。

（注１）出向者分の費用は、上記金額に含ま

れておりません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　
①　退職給付見込額の期間配
分方法

期間定額方式

②　割引率 2.00％

③　過去勤務債務の額の処理
年数

８年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、発生した事

業年度から費用処理することとしておりま

す。）

④　数理計算上の差異の処理
年数

８年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、それぞれ発

生した翌事業年度から費用処理することとし

ております。）
　

　
①　退職給付見込額の期間配
分方法

期間定額方式

②　割引率 1.75％

③　過去勤務債務の額の処理
年数

８年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、発生した事

業年度から費用処理することとしておりま

す。）

④　数理計算上の差異の処理
年数

８年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により、それぞれ発

生した翌事業年度から費用処理することとし

ております。）
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（ストック・オプション等関係）

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

該当事項はありません。 同左

 

（税効果会計関係）

第18期
（平成20年３月31日）

第19期
（平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳
　
（流動）  

繰延税金資産 （千円）

未払費用 77,276

未払事業税 33,188

賞与引当金 347,349

役員賞与引当金 16,917

繰延税金資産計 474,730

繰延税金資産の純額 474,730
  
　

　
（流動）  

繰延税金資産 （千円）

未払費用 104,851

賞与引当金 454,005

役員賞与引当金 26,888

その他 6,127

繰延税金資産小計 591,871

評価性引当額 △6,127

繰延税金資産合計 585,744

繰延税金負債  

未収事業税 19,828

繰延税金資産の純額 565,915
  

　
（固定）  

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 334,939

役員賞与引当金 70,743

退職給付引当金 59,883

その他有価証券評価差額金 297,967

繰延税金資産計 763,532

繰延税金資産の純額 763,532
  
　

　
（固定）  

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 488,492

役員賞与引当金 72,351

退職給付引当金 119,913

その他 6,651

その他有価証券評価差額金 163,027

繰延税金資産小計 850,436

評価性引当額 △6,631

繰延税金資産合計 843,805

繰延税金資産の純額 843,805
  
　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
　
法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

2.8％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

42.5％

  
　

　
法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

18.7％

評価性引当額 2.3％

その他 3.2％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

64.9％

  
　

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

62/73



（企業結合等関係）

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

－

共通支配下の取引等

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及

び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1）対象となった事業の名称及びその事業の内

容

　JPモルガン信託銀行株式会社（現ニュー

ヨークメロン信託銀行株式会社）の一部業務

　（資産運用業務ならびに投資信託受益権等

の募集の取扱い及び私募の取扱いに係る業務

等）

(2）企業結合の法的形式

　JPモルガン信託銀行株式会社（現ニュー

ヨークメロン信託銀行株式会社）を事業譲渡

会社、当社を事業譲受会社とする事業譲渡

(3）結合後企業の名称

　名称の変更はありません。

(4）取引の目的を含む取引の概要

　米国の銀行持株会社であるJPモルガン・

チェース・アンド・カンパニーのJPモルガン

・アセット・マネジメント・グループに属す

るJPモルガン信託銀行株式会社（現ニュー

ヨークメロン信託銀行株式会社）の資産運用

業務と当社の資産運用業務を統合すること

で、顧客サービスのより一層の向上と経営資

源の有効活用が図れるものと考え、業務を譲

り受けました。

事業譲受日

平成20年５月31日　資産運用業務

平成20年７月31日　投資信託受益権等の募集

の取扱い及び私募の取り

扱いに係る業務

譲り受けた資産負債の額

資産の額　　857,471千円

　　　　　　（未収収益および未収入金）

負債の額　　45,339千円

　　　　　　（未払費用および未払金）

２．実施した会計処理の概要

　本事業譲受は、「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終

改正平成20年５月13日　企業会計基準適用指針

第10号）に基づき、「共通支配下の取引」とし

て会計処理を行っております。
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（関連当事者情報）

第18期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

兄弟会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

同一の親
会社を持
つ会社

JF Asset
Management
Limited

19/F
Chater
House, 8
Connaught
Road,
Central,
HK

60百万
香港ドル

金融業 なし 役員１名

海外また
は国内に
おける投
資の助言
または一
任

投資の助
言・一任
の受任

4,858,884未収収益 1,727,563

同一の親
会社を持
つ会社

JPMorgan
Asset
Management
(UK）Limited

125 London
Wall,
London,
EC2Y 5AJ,
England

24百万
ポンド

金融業 なし －

海外また
は国内に
おける投
資の助言
または一
任

調査費 2,873,847未払費用 727,936

取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）投資の助言・一任の受任に関しては、一般的な手数料率を勘案し、協議の上、受任契約を結んで行っており

ます。

(2）調査費等に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで行ってお

ります。

 

第19期（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

（追加情報）

　当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適

用しております。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

 

１．関連当事者との取引

兄弟会社等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の内
容

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者と
の関係

取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の親
会社を持
つ会社

JPMorgan Asset
Management
(UK) Limited

125 London
Wall,
London, EC2Y
5AJ, England

24百万
ポンド

金融業 なし

海外または国
内における投
資の助言また
は一任

調査費 1,959,309未払費用 298,734

同一の親
会社を持
つ会社

JF Asset
Management
Limited

19/F Chater
House, 8
Connaught
Road,
Central, HK

60百万香
港ドル

金融業 なし

海外または国
内における投
資の助言また
は一任
役員の兼任

投資の助
言・一任
の受任

1,794,147未収収益 293,631

同一の親
会社を持
つ会社
（注２）

JPモルガン信託
銀行株式会社
（現ニューヨー
クメロン信託銀
行株式会社）
（注１）

東京都丸の内
二丁目７番３
号東京ビル
ディング
（注２）

40億円
（注２）

金融業
（注２）

なし
（注２）

資産運用業
務、投資信託
受益権等の募
集及び私募の
取扱い業務
（注３）

事業の譲
受

857,471
未収収益・
未収入金

－

45,339
未払費用・
未払金

－

（注１）平成21年３月１日をもって親会社の変更に伴い、関連当事者の範囲から除外されております。

（注２）関連当事者であった最終日である平成21年２月28日時点の状況を記載しております。

（注３）事業譲受日、平成20年５月31日、および平成20年７月31日時点の状況を記載しております。事業譲受

後、上記業務は行っておりません。

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

64/73



取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで行っており

ます。

(2）投資の助言・一任の受任に関しては、一般的な手数料率を勘案し、協議の上、受任契約を結んで行っており

ます。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア）インク（非上場）

 

（１株当たり情報）

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

　

１株当たり純資産額 247,488円19銭

１株当たり当期純利益 44,177円86銭

　

　

１株当たり純資産額 254,491円56銭

１株当たり当期純利益 3,477円38銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

１株当たりの当期純利益の算定上の基礎 １株当たりの当期純利益の算定上の基礎

　

損益計算書上の当期純利益 2,485,667千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る当期純利益 2,485,667千円

普通株式の期中平均株式数 56,265株

　

　

損益計算書上の当期純利益 195,655千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る当期純利益 195,655千円

普通株式の期中平均株式数 56,265株
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（重要な後発事象）

第18期
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

第19期
（自平成20年４月１日
至平成21年３月31日）

重要な事業の譲受

該当事項はありません。

１．その旨及び目的

　米国の銀行持株会社であるJPモルガン・

チェース・アンド・カンパニーの傘下にあ

り、当社と同じ資産運用部門であるJPモルガ

ン・アセット・マネジメント・グループに属

するJPモルガン信託銀行株式会社より、その

一部業務である資産運用業務を平成20年６月

１日に譲り受けました。

　JPモルガン信託銀行株式会社の資産運用業

務と当社の資産運用業務を統合することで、

顧客サービスのより一層の向上と経営資源の

有効活用が図れるものと考えます。

２．譲り受けた相手会社の名称

　JPモルガン信託銀行株式会社

３．譲り受けた事業の内容

　資産運用業務。なお、投資信託受益権等の募

集の取扱い及び私募の取扱いに係る業務の譲

り受けは、平成20年８月１日を予定しており

ます。

４．譲り受けた資産・負債の額

　譲り受け日である平成20年６月１日におけ

るJPモルガン信託銀行株式会社の資産運用部

門に係る資産・負債の額は、それぞれ848,965

千円、39,689千円であります。
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４【利害関係人との取引制限】

　　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が

禁止されています。

(1)　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資

者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと

して内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2)　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取

引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの

を除きます。)。

(3)　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等

（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係

を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。）

又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者

と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)に

おいて同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産

の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5)　上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保

護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内

閣府令で定める行為

 

５【その他】

(1)　定款の変更

　　定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

(2)　訴訟事件その他の重要事項

　　本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実

はありません。

 

第２【その他の関係法人の概況】
 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)　受託会社

①　名　　称　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

②　資本金の額　324,279百万円（平成21年３月末現在）

③　事業の内容

　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信

託業務を営んでいます。

　　＜再信託受託会社の概要＞

　　名　　称　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

　　事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ

き信託業務を営んでいます。

　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受

託会社（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ

てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

 

(2)　販売会社

 名　　称
資本金の額

（平成21年３月末現在）
事業の内容
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１ 大和証券株式会社 100,000百万円
金融商品取引法に定める第
一種金融商品取引業を営ん
でいます。

 

(3)　当ファンドの運用委託先の会社

 名　　称
資本金の額

（平成21年３月末現在）
事業の内容

１
ＪＰモルガン・アセット・マネジ
メント(ＵＫ)リミテッド

24百万ポンド
投資運用業務および投資顧
問業を行っています。

 

２【関係業務の概要】

(1)　受託会社

　　当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行います。

(2)　販売会社

　　当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配

金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。

(3)　当ファンドの運用委託先の会社

　　委託会社との契約により、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドの運用指図を

行います。

 

３【資本関係】

　受託会社、販売会社および当ファンドの運用委託先の会社との間に資本関係はありません。
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第３【参考情報】
 

下記の書類を関東財務局長へ提出しております。

 

平成20年11月17日　　有価証券届出書

平成20年11月17日　　有価証券報告書

平成21年５月15日　　有価証券届出書の訂正届出書

平成21年５月15日　　半期報告書
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

  平成20年10月１日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 あ　ら　た　監　査　法　人

 

 
指　定　社　員

業務執行社員

 

 
公認会計士 鶴田　光夫

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられているＪＰＭロシア・東欧株ファンドの平成19年８月18日から平成20年８月18日までの計算期間の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰＭロ

シア・東欧株ファンドの平成20年８月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 

　　次へ
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

  平成20年６月27日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 あ　ら　た　監　査　法　人

 

 
指　定　社　員

業務執行社員

 

 
公認会計士 大木　一昭

 

 
指　定　社　員

業務執行社員
 公認会計士 鶴田　光夫

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第

18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰモル

ガン・アセット・マネジメント株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載されているとおり、会社は、親会社の運営する株式報酬制度による会

社の役員、従業員に対する費用負担額の会計処理を、従来の親会社からの請求額が確定した時点で費用として処理する

方法から、役員、従業員の役務提供に対応して、当該株式報酬額を役員賞与引当金及び賞与引当金に計上する方法に変

更した。

　重要な後発事象の注記に記載されているとおり、会社は、ＪＰモルガン信託銀行株式会社より、その一部業務である資

産運用業務を平成20年６月１日に譲り受けた。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

  平成21年10月14日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 あ　ら　た　監　査　法　人

 

 
指　定　社　員

業務執行社員

 

 
公認会計士 鶴田　光夫

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられているＪＰＭロシア・東欧株ファンドの平成20年８月19日から平成21年８月17日までの計算期間の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰＭロ

シア・東欧株ファンドの平成21年８月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 

　　次へ
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

  平成21年６月24日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　御　中  

 

 あ　ら　た　監　査　法　人

 

 
指　定　社　員

業務執行社員

 

 
公認会計士 大木　一昭

 

 
指　定　社　員

業務執行社員
 公認会計士 鶴田　光夫

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第

19期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰモル

ガン・アセット・マネジメント株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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